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２． 被申立人が実施している行為は権利侵
害となる可能性について

３．関連措置を取らない場合、申立人の合法
的権益に回復し難い損害が生じるか否かに
ついて

４．仮処分による被申立人の損失は、仮処分
を出さないことによる申立人の損失よりも
小さい又は相当なものである否かについて

５．被申立人の関連行為を停止させる命令は、
社会の公共利益を損なうか否かについて

６．申立人が有効かつ適切な担保を提供した
か否かについて

Ⅲ　仮処分に関する研究
１．申立人の知的財産権の安定性及び有効性
２．侵害訴訟における申立人の勝訴可能性
３．仮処分措置を採らない場合、申立人の合

法的権益に回復し難い損害が生じる恐れが
ある

４．均衡性を害するか否かについて
５．社会の公共利益が損害されるか否かにつ

いて
６．担保を提供したか否かについて

おわりに

はじめに

　本件は、「2016年中国裁判所による代表的な知的
財産事件50件」から選ばれた、訴訟前の仮処分請求
事件である。仮処分とは、侵害行為及び侵害行為に
よる損害の更なる拡大を防止するために、権利者が
裁判所に申立て、裁判所が訴訟前または訴訟期間中
に、被申立人が一定の行為をする、あるいは一定の
行為をしないよう命じる臨時的な民事強制措置であ
る。本事件では、仮処分申立の審査内容が詳しく説
明され、仮処分の審査において、申立人の合法的権
益に回復し難い損害が生じるか否かに関する具体的
な判断方法が明らかになった。また、被申立人は担
保の提供が不要と表明した場合であっても、申立人
は適切な担保を提供する必要があることが強調され、
権利者にタイムリーな救済を提供するとともに、権

力の濫用を防ぐために臨時的な強制措置を慎重に適
用するという立場も表明された。知的財産権保護の
発展に連れて、仮処分は迅速かつ効率的な救済手段
として、より広く利用されると見込まれる。

Ⅰ　事件の概要

１．基本情報

申立人：クリスチャン・ルブタン（以下、「ル
ブタン」という）

被申立人：広州問嘆貿易有限公司（以下、「問
嘆社」という）

被申立人：広州貝玲妃化粧品有限公司（以下、「貝
玲妃社」という）

被申立人：広州欧慕生物科技有限公司（以下、「欧
慕社」という）。

判決の情報
広州知財裁判所（2016）粤73行保１、２、３号

２．事件の経緯

申立人（ルブタン）は、世界的に有名なデザイ
ナーである。彼がデザインした靴、化粧品、婦人
用鞄等の製品は世界で高い知名度を持っている。
ルブタンは、ZL201430483611.7、ZL201430484500.8、 
ZL201430484638.8という３つの意匠権（以下は、

「係争意匠」という）の権利者である。その３つ
の係争意匠はいずれも2014年11月28日に出願され、
それぞれ2015年６月10日、2015年５月27日、2015
年７月１日に登録された。本件裁定を下す日まで
に、上記３つの係争意匠はいずれも存続中である。

申立人は調査を経て、問嘆社が貝玲妃社、欧
慕社にイ号製品の製造を依頼し、販売代理店を通
じてタオバオ、ビーチャット等のインターネット
プラットフォームで、VT１、VT２、VT３、VT
４、VT５、VT６、VT７、VT８、VT９等の９
つの品番の口紅製品（以下、「イ号製品」という）
を販売していることがわかった。申立人がタオバ
オから公証付きで購入したイ号製品の包装におい
て、「瓶詰め･製造」は貝玲妃社、「製造監督」は問
嘆社と記載されている。また、申立人は、欧慕社
の実際の経営場所で公証付きでイ号製品を購入し、


